
（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

（平成２１年１０月１日作成）

法 令 名 土地改良法

根 拠 条 項 第５条第１項

許 認 可 等 土地改良区設立・土地改良事業施行の認可

の 種 類

法令の定め ○第５条第１項

第３条に規定する資格を有する15人以上の者は、その資格に係る土地を含む一

定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業（第２条第２項第６号に掲げるも

のを除く。以下第15条の規定を除き、この章において同じ。）の施行を目的とし

て、都道府県知事の認可を受け、その地域について土地改良区を設立することが

できる。この場合において、２以上の土地改良事業の施行を目的として１の土地

改良区を設立することができるのは、これらの事業相互間に相当の関連性がある

場合に限るものとし、その場合における当該一定の地域は、その各土地改良事業

の施行に係る地域のすべてを合わせた地域とする。

〈関連条項〉

・土地改良法第３条、第５条第２項から第７項まで、第７条、第８条、第10

条、第16条、第113条の２

・土地改良法施行令第１条の３、第１条の４、第２条、第３条

・土地改良法施行規則第２条から第５条まで、第６条から第10条まで、第13条

から第19条まで

審 査 基 準 「土地改良区の設立手続及び審査等の要領について（平成28年４月１日付け27

農振第2369号農村振興局長通知）第１の10（別紙のとおり）」

標準処理期間 総 期 間 １４０日・月 （注：休日は含まない。 ）

経由機関 １０日・月 （各総合振興局及び振興局 ）

協議機関 日・月 （ ）

処分機関 １３０日・月 （ ）

処分担当課 農政部農村振興局農業施設管理課改良区指導Ｇ

申 請 先 各総合振興局（振興局）産業振興部調整課・農村振興課指導企画係

問い合わせ先 農政部農村振興局農業施設管理課改良区指導Ｇ （電話番号：011-204-5966）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/ssk/）
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土地改良区の設立手続及び審査等の要領について

平成28年４月１日27農振第2369号

改正－平成29年９月25日29農振第1301号

各地方農政局長

北海道開発局長
農村振興局長から 宛

沖縄総合事務局長

北海道知事

第１ 土地改良区の設立手続及び審査

１ 申請人の資格(法第３条及び第５条)

土地改良区の設立に係る申請人(以下「申請人」という。)は、法第３条に規定す

る資格(以下「３条資格」という。)を有する者(以下「３条資格者」という。)15人

以上であることを要する。したがって、申請人が３条資格を喪失することにより申

請手続中に要件を欠くこととならないよう、確実な有資格者がこれに当たるべきで

ある。

なお、法第２条第２項第１号において土地改良施設の新設、管理、廃止若しくは

変更に含まれるものとされた事業(以下「一体事業」という。)又は農用地造成事業

の施行を目的として当該申請をしようとする場合には、申請人が当該事業を構成す

る特定の事業又は工事に係る３条資格者のみに偏しないよう留意するとともに２以

上の土地改良事業の施行を目的として１の土地改良区を設立しようとする場合に

は、申請人が特定の事業に係る３条資格者にのみ偏しないよう留意する必要がある。

２ 準備手続(法第５条)

(1) 一定の地域の定め方

申請人は、土地改良区の設立に当たり、まず土地改良区の地区となるべき一定

の地域を定めなければならない。

この一定の地域を定めるに当たっては、水系別によるなど当該地域が土地改良

事業の合理的かつ効率的な施行により利益を受けるべき土地をもって構成される

よう留意するものとし、国又は地方公共団体が公共の用に供している土地につい

ては、区画整理事業等事業の性質上必要のある場合のほかは含まないものとする



この作成に当たっては、都道府県に対し、土地改良事業に関し専門的知識を有

、

10 都道府県知事の審査(法第８条)

(1) 審査の方法

法第７条第１項の規定による認可申請があったときは、都道府県知事は、この

申請内容について専門技術者の調査報告書に基づき審査を行い、法第８条第４項

各号の１に該当する場合及び同条第５項の規定に該当する場合を除き、適当とす

る旨の決定をしなければならない。この審査に当たり留意すべき事項は次のとお

りである。

なお、専門技術者の委嘱に関しては、「専門技術者委嘱の要領について」(昭和

40年12月25日付け40農地Ｂ第4184号(管)農林省農地局長通達)によられたい。

ア 土地改良事業の施行に関する基本的要件への適合の有無

申請に係る土地改良事業が令第２条各号に掲げる要件に適合しているかどう

かについては、専門技術者の調査報告に述べられた意見に基づき審査し、その

適否を決定することとなる。都道府県知事は、この審査に当たり、当該事業に

対する同意をしない者の有無、同意をしない者がある場合には、その理由と程

度、また、同意をしない者が３条資格者である場合には、一部地域への偏在の

有無について留意して事業の必要度を勘案するほか、用地等の取得の見通し等

についても検討することが必要である。

また、非農用地区域の設定を伴う土地改良事業の施行区域であって事前に都

市計画との調整を要する場合には、「非農用地区域の設定を伴う土地改良事業

を行なう場合における都市計画法の開発許可等との調整措置について」(昭和4

8年５月９日付け48構改Ｂ第1458号農林省構造改善局長通達)の規定に整合して

いるかどうかを判断する。

イ 申請手続等の適法性



都道府県知事は、審査に当たって、次に掲げるような申請手続等について、

その適法性を検討することが必要である。

(ｱ) 申請人について

３条資格者であるか、定足数を満たしているか。

(ｲ) 添付書類について

形式的に完備しているか。

内容的に適法なものであるか。

(a) いずれも適法な手続を経た真実を記載したものであるか(法第５条)。

(b) 土地改良事業の計画の概要(必要に応じて全体構成)及び定款作成の基本

事項については、法の要求する事項を記載してあるか(則第６条、第６条

の２及び第７条)。

(c) 市町村長への協議に係る意見書が添付されているか(法第５条第３項及

び則第10条)。

(d) 法第５条第６項の承認は、真に権限ある行政庁又は地方公共団体によっ

て与えられたものであるか。

(e) 法第５条第７項の同意は、同項に規定する土地につき同項に規定する権

利を有する全ての者から得られたものであるか(法第５条第７項)。

(f) ３条資格者の同意は、適法に決定された３条資格者から得られたもので

あるか（法第３条及び第113条の２、令第１条の３から第１条の７まで及

び則第２条から第５条まで）。

同意者は、３分の２以上の定足数を満たしているか。農用地外資格者は

全員が同意しているか。共有者の場合には、代表者から得た同意であるか。

未成年者、成年被後見人又は被保佐人の同意は適法に得たものであるか。

農用地外資格者以外の使用及び収益をする者の意見書は添付されているか

(この場合の確認は、同意署名簿及び権利関係調査簿についてすること。

なお、申請人が同意者であることは言うまでもない。)。

(g) 土地改良事業計画及び定款は、いずれも適法な作成者によって作成され

たものであるか。土地改良事業の計画の概要及び定款作成の基本事項とこ

れらに基づき作成されるべき土地改良事業計画及び定款は整合が取れてい

るか(この場合の変更は許されない。)(法第７条第２項)。また、内容は、

法に定める必要記載事項を充足しているか(法第７条第１項、第16条及び

則第14条の２)。

特に、換地計画を定める土地改良事業計画における工事に関する事項は、

非農用地区域とその他の区域に分けて定められているか(法第７条第３項

及び第４項)。

(h) 定款の内容に違法不当な点はないか。

定款に記載されている地区となるべき地域、事業その他の内容が土地改

良事業計画と整合が取れていることが必要であることは言うまでもない。

地域の定め方の当否は、専門技術者の調査によるが、経費の分担、役員の

定数及び総代会制度の設置について定め方の当否は、法第36条、第18条及



び第23条の規定に照らして決定されなければならない。特に経費の分担に

ついては、旧慣等による非合理性を排除し、地積、用水量その他の客観的

な指標により受益の程度を勘案して賦課されるものとなることが必要であ

る。

以上のほか、その内容は定款例を参考とし、当該地域の特性を十分考慮

して定めることが必要である。

ウ 土地改良事業遂行のための基礎的な要件の具備

土地改良区が設立後において、その健全な運営が確保され又経理的技術的に

も問題がなく、適確に事業を遂行しうる要件を具備しているかどうかについて

審査する。この要件は、財政不振、業務過怠等運営不振におちいる土地改良区

の発生を防止する意味から特に次のような点に慎重な配慮をしなければならな

い。

(ｱ) 申請書の添付書類である資金計画を記載した書面の内容のとおりにその資

金が確保される見込みがあるか。すなわち、国庫補助を予定している場合に

は、計画のとおりに採択される見込みがあるかどうか、農林漁業資金の借入

れを予定している場合には、希望条件のとおりの借入れの見込みがあるかど

うか、また、自己負担分の調達の可能性はどうか。

(ｲ) 申請に係る土地改良事業の性質及び規模に対応して必要とされる技術者が

確保される見込みがあるか。この技術者の確保の見込みについては、土地改

良区が自ら雇用するもののほか、都道府県、市町村、都道府県土地改良事業

団体連合会等の技術職員の指導援助を受ける場合をも含めて、当該事業を遂

行するために必要とする技術者を確保し得る見込みがあるかどうかを検討す

る。

(ｳ) 申請書の添付書類である業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載し

た書面を中心に予定されている役員の業務分担その他業務の執行の組織体

制、方法等及び会計の経理の組織、方法、金銭保管の方法等がその土地改良

区の事業の内容、財政規模等からみて適切であり、将来公法人として適正な

運営が確保される見込みがあるかどうか。

(ｴ) 非農用地区域を含む土地改良事業計画にあっては、当該区域がその位置及

び規模に関する要件を具備しているか。

(a) 事業施行地域に法第３条第８項に規定する特定用途用地等、引き続き農

用地として利用されない非農用地が含まれる場合には、当該地域における

農用地の集団化その他農業構造の改善に資する見地から、これら非農用地

に代わるべき土地の区域として非農用地区域が適切な位置にあり、かつ、

妥当な規模を超えていないかどうか。

(b) 事業施行地域内で農業経営施設用地、公共施設用地が新たに必要な場合

には、これら施設用地の区域として非農用地区域が適切な位置にあり、か

つ、 妥当な規模を超えていないかどうか。

(c) (a)又は(b)に掲げる場合のほか、事業施行地域の自然的経済的社会的条

件に照らし、農用地が非農用地として供されることとなる場合には、これ



ら土地の区域として非農用地区域が適当な位置にあり、かつ、妥当な規模

を超えていないかどうか。

(ｵ) 前記の審査を経て適当であると認められる場合には、その旨を決定する。

なお、申請書類について不適当と認められる箇所がある場合には、計画の

概要及び定款作成の基本事項に抵触しない限り、申請人にこれを修正させる

ことは妨げない。

(2) 公告及び縦覧

都道府県知事は、前記の審査を経て当該申請を適当とする旨の決定をしたとき

は、法第８条第１項の規定により当該申請人にその旨を通知するとともに、その

旨並びに同条第６項により縦覧に供すべき書類の名称(土地改良事業計画書及び

定款の写し)、縦覧の期間(20日以上の相当の期間とすること。)及び縦覧の場所(必

ずしも全ての関係市町村の事務所とする必要はなく、土地改良区の地区となるべ

き地域及び工事の施行に係る地域内の適当な場所を数箇所選べばよい。)を都道

府県の条例の公告と同一の方法により公告し、当該公告に基づき関係書類を縦覧

に供しなければならない。この場合には、縦覧期間中その公告の写しを当該土地

改良区の地区となるべき地域内にある土地及び工事の施行に係る土地の属する全

ての市町村の事務所に掲示しておく等利害関係人に周知徹底せしめるための十分

な措置を構ずることが望ましい。

11 異議の申出(法第９条)

(1) 利害関係人は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、認可申請を

適当とする旨の都道府県知事の決定に対し、異議を申し出ることができる。この

異議の申出には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)中審査請求に関する規定

が準用される。

(2) 都道府県知事は、異議の申出があった場合には、縦覧期間満了後60日以内に専

門技術者の意見を聴いて決定をしなければならない。

12 土地改良区の成立(法第10条)

(1) 都道府県知事は、異議の申出がないとき又は異議の申出があった場合において

その全てにつき決定があったときには、異議を容認した結果、申請を却下する場

合を除いて土地改良区の設立の認可をしなければならない。

なお、都道府県知事は、異議の申出を容認する旨の決定をした場合において、

その決定が土地改良事業計画又は定款に矛盾せず、かつ、当該申請の趣旨に反し

ないときは、当該申請人の意見を聴いて、その趣旨の範囲内で更正して認可する

ことができる。

(2) 土地改良区は、法第10条第１項の認可により、申請の際定められた一定の地域

を地区として成立する。

(3) 都道府県知事は、土地改良区が成立したときは、遅滞なくその旨を都道府県の

条例の告示と同一の方法により公告しなければならない。

13 設立に伴う事務処理

申請人は、土地改良区が成立したときは、速やかに次の事項を処理し、就任した

役員に土地改良区に関する一切の事務及び書類帳簿を引き継がなければならない。



(2) 遅滞なく事務所を設けること(則第19条)。

(3) 権利関係調査簿に基づいて組合員名簿及び土地原簿を調製すること(則第19

条)。

(4) 申請人及び法第５条第２項の同意者のうちから役員の選任を行うこと(法第18

条第４項)。

第２ 農業協同組合及び農業協同組合連合会が行う土地改良事業の施行手続及び審査

(法第95条)

農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「農業協同組合等」という。)が土地改

良事業を行う場合の手続及び審査は、現存の農業協同組合等が新たな事業を行うもの

である結果、事業の施行に関する一切の事務手続が組合自体の手によって処理される

ものである点においては土地改良区の設立の場合と相違が出てくるのであるが、大体

の要領は土地改良区の設立の場合と同様であるので、次の点に留意のうえ第１に述べ

たところに準じ措置するものとする。

１ 農業協同組合等の定款中に土地改良事業を行う旨の規定がないときは、その旨及

び当該事業に係る経費の賦課に関し定款の変更をしなければならない。

２ 法第95条第２項の同意者は、当該事業の施行に係る土地の全ての使用及び収益を

目的とする権利を有する者でなければならない。この同意は、権利関係調査簿に基

づいてその土地についての同項の権利者の総数を記載した同意署名簿を調製し、こ

れにより同意を得るものとする。

３ ２の同意を得る権利者は、登記の有無等にかかわらず、全ての実質的な権利者で

なければならない。

４ 規約等の公告前に土地改良事業の計画の概要につき市町村長に協議し、書面によ

り意見を得ることはもとより、事業実施に当たっては、市町村と十分連絡を密にし

て進めることが望ましい。

第３ 農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構が行う土地改良事業の施行手続及

び審査（法第95条）

農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構が土地改良事業を行う場合の手続及

び審査は、第２の農業協同組合等の場合とほぼ同様であるので、これに準じ措置する

ものとする。

なお、造成後の土地改良施設の管理を適正に行うため、あらかじめ予定管理者、予

定管理方法その他管理に必要な事項につき関係者（予定管理者及び管理費用負担者を

いう。）と協議し、これを内定しておくことが必要である。

第４ ３条資格者が行う土地改良事業の施行手続及び審査(法第95条)

３条資格者が土地改良事業を行う場合の手続及び審査は、第１及び第２を参照して

行うものとする。

なお、土地改良事業の施行に係る土地について、権利の設定移転等が行われたこと



により、その地域内の土地について３条資格者が１人から数人に増加するときには規

準を規約に改めること、また、３条資格者が数人から１人に減少するときには規約を

規準に改めることがそれぞれ必要であり、変更後の規約又は規準については遅滞なく

都道府県知事に届け出るものとする。



専門技術者委嘱の要領について

昭和40年12月25日40農地Ｂ第4184号

改正－昭和48年12月19日48構改Ｂ第2994号

昭和53年5月29日53構改Ｂ第745号

昭和55年7月14日55構改Ｂ第1024号

昭和60年3月28日60構改Ｂ第178号

平成14年3月25日13農振第3291号

平成29年９月25日29農振第1301号

地方農政局長

北海道開発局長
農地局長から あて

沖縄総合事務局長

都道府県知事

土地改良事業の適正な実施のため、専門技術者の委嘱について法令に定めるもののほか下記によ

ることとしたので、土地改良事業計画等について、それぞれ関係部門の専門的知識を有する技術者

に調査を委嘱する場合には、下記により実施し、調査の適正を期せられたい。

なお、昭和33年9月3日付け33地局第4839号による通達は廃止する。

記

第１ 専門的知識を有する技術者の資格

国家公務員、地方公務員及び学校の職員はもちろん一般民間人でも差し支えないが、一般的に

みて専門的知識を有する技術者と認められる者でなければならない。

ただし、専門技術者が土地改良法(昭和24年法律第195号)第７条第５項の規定又は規定の準用

により、その土地改良事業を行う事業主体の援助請求により土地改良事業計画又は定款を定める

ことに関し、援助を与えた都道府県の職員、国営又は都道府県営の土地改良事業計画の樹立にた

ずさわった者又は一般民間人で現にその土地改良事業に関係し若しくは近く関係すると予想され

る者(営利法人の役職員を含む。)と相兼ねることについては、専門技術者の委嘱の趣旨からして

さけることとする。

第２ 専門的知識を有する技術者委嘱の範囲

土地改良事業計画については、土地改良事業の必要性、技術的可能性、経済性、負担能力、環

境との調和への配慮及び総合性等を、土地改良事業を廃止しようとする場合における廃止しよう

とする事業の処理に関する事項等（以下「廃止処理計画」という。）については、その妥当性等

を調査するため、１、２及び３に掲げる専門家への委嘱が必要である。ただし、他の分野に係る

相当の専門知識を有する者であれば、兼務を妨げるものではない。このほか換地計画を定めるも

のにあっては、換地計画の基本的構想の妥当性等を調査するため４に掲げる専門家への委嘱が必

要である。

なお、土地改良事業の種類、規模等その内容如何によっては、前記の専門家のほか、農学、畜

産、園芸、養蚕、林学、水産、地質、土壌肥料、土木、気象、法律、経済等の専門家による調査

も必要な場合もあるから、適宜これらの専門家に、委嘱することができることとする。

１ 農業土木の専門家(技術士法(昭和５８年法律第２５号)第４条第１項の規定による第２次試

験の技術部門中農業部門に合格した者のうち、農業土木を選択科目として合格した者及び土地

改良専門技術者(土地改良専門技術者育成対策実施要領(昭和５９年１１月１日付け５９構改Ｃ

第６８９号構造改善局長)第３の２により登録された者をいう。以下同じ。)を含む。)

２ 農業経済の専門家又は地域農業開発計画の専門家(技術士法第４条第１項の規定による第２

次試験の技術部門中農業部門に合格した者のうち、地域農業開発計画を選択科目として合格し

た者及び土地改良専門技術者を含む。)

３ 農村環境の専門家（技術士法第４条第１項の規定による第２次試験の技術士部門中農業部門

に合格した者のうち農村環境を選択科目として合格した者及び土地改良専門技術者を含む。）

４ 土地改良換地士(土地改良法施行令（昭和24年政令第295号)第48条の４の規定による試験に



合格した者をいう。）

第３ 調査及び報告

委嘱を受けた専門技術者は調査に当たっての分担事項、調査方法及び調査の結果の取りまと

めの要領等につき互いに協議の上、それぞれ専門的見地から書類調査及び現地共同調査を行っ

た後、土地改良事業計画については別紙１、廃止処理計画については別紙２の調査報告書の様

式に従って共同した報告書を提出するものとする。

この場合必ずしも調査委員会の様な制度を設ける必要はない。

第４ 経過措置

本文及び別紙２については、土地改良法の一部を改正する法律（平成13年法律第82号）によ

る改正後の土地改良法（以下「新法」という。）の施行後に、

・新法第87条第１項、第87条の２第１項、第87条の３第１項、第87条の３第７項及び第87条の

３第15項の規定に基づく事業計画の決定又は事業の廃止

・新法第８条第１項、第48条第９項、第95条第３項、第95条の２第３項、第96条の２第５項及

び第96条の３第５項の規定に基づく適否の決定

を行う地区から適用するものとし、施行以前に、

・改正前の土地改良法（以下「旧法」という。）第87条第１項、第87条の２第１項、第87条の

３第１項、第87条の３第７項及び第87条の３第15項の規定に基づく事業計画の決定

・旧法第８条第１項、第48条第９項、第95条第３項、第95の２条第３項、第96条の２第５項及

び第96条の３第５項の規定に基づく適否の決定

を行っている場合は、従前の通知の本文によることができるものとする。

別紙１については、新法の施行後に

・新法第85条第６項、第85条の２第５項、第85条の２第９項、第85条の３第４項、第87条の２

第８項、第87条の３第６項、第87条の３第10項、第87条の３第15項、第５条第２項、第48条

第３項、第95条第２項及び第95条の２第２項の規定による計画の概要の公告

・新法第96条の２第２項及び第96条の３第１項の規定による議会の議決

を行う地区から適用するものとし、施行前に

・旧法第85条第２項、第85条の２第２項、第85条の３第２項、第87条の２第３項、第５条第２

項、第48条３項、第95条第２項及び第95条の２第２項の規定による計画の概要の公告

・旧法第87条の２第４項、第87条の３第４項及び第87条の３第15項の規定による関係都道府県

知事又は関係市町村長との協議

・旧法第85条の２第６項、第87条の３第８項、第96条の２第２項及び第96条の３第１項の規定

によるの議会の議決

を行っている場合は、従前の通知の別紙によることができるものとする。



別紙１

土地改良事業計画に対する専門技術者の調査報告書

１ この事業施行の必要性

(1) 必要な理由及びその程度

(2) 不必要な理由

２ この事業施行の技術的可能性

(1) 可能なる理由

(2) 不可能なる理由

(3) 更に適切であり、又は可能な方法があればその方法

３ 事業主体がこの事業を行うことに対する技術的意見

４ この事業によって生ずる経済効果

(1) 効用及びその算出基礎

(2) 費用及びその算出基礎

(3) 効用と費用との比較及びその算出基礎

５ この事業の費用の地元負担者について、その能力

６ この事業による非農用地区域が設定される場合その位置及び規模についての意見

(1) 特定用途用地その他農用地以外の土地で引き続き農用地として利用されないことが確実

であると見込まれる土地に代わるべき土地の区域として非農用地区域が設定される場合

(2) 共同利用施設用地又は公用若しくは公共の用に供する施設の用地の区域として非農用地

区域が設定される場合

(3) (1)及び(2)のほか自然的・経済的・社会的諸条件に照らし事業施行後農用地以外の用途

に供することを予定する土地の区域として非農用地区域が定められている場合

７ この事業の環境との調和への配慮に対する意見

８ この事業施行によって影響する他の事業についての処理対策

(1) 他の土地改良事業がある場合

(2) 土地改良事業以外の事業がある場合

９ 換地計画樹立の基本構想及びその実施方法に対する意見

(1) 換地計画樹立の基本的事項についての技術的妥当性

(2) 換地計画樹立の基本的事項が農用地の集団化に資するよう配慮すること

(3) 換地業務処理の技術的可能性

10 この事業施行によって生ずる施設がある場合、その管理方法に対する技術的意見

11 その他土地改良事業計画書に記載された事項についての技術的意見

12 結論及び勧告








